
○浦安市納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱 

昭和58年２月26日 

告示第６号 

改正 昭和60年４月１日告示第20号 

平成４年３月31日告示第38号 

平成６年４月１日告示第48号 

平成13年３月１日告示第10号 

平成20年３月31日告示第43号 

（題名改称） 

平成26年３月31日告示第59号 

廃止 令和４年３月31日告示第44号 

（趣旨） 

第１条 市長は、納税貯蓄組合法（昭和26年法律第145号）第10条の２の規定に

より設置した浦安市納税貯蓄組合連合会（以下「連合会」という。）を助成

し、健全な発達を図るため、浦安市補助金等交付規則（昭和53年規則第10号）

及びこの要綱に基づき、予算の範囲内において、補助金を交付する。 

（平４告示38・一部改正） 

（補助対象） 

第２条 市長は、連合会が行う市民を対象とする納税啓発事業に対して、補助

を行うものとする。 

（平20告示43・一部改正） 

（補助額） 

第３条 補助金の額は、200,000円以内で市長が適当と認めた額とする。 

（昭60告示20・平４告示38・平６告示48・平26告示59・一部改正） 

（交付の申請） 

第４条 連合会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、浦安市納税貯

蓄組合連合会補助金交付申請書（別記第１号様式）に、当該年度の事業計画

書及び歳入歳出予算書を添えて、市長に提出しなければならない。 

（平20告示43・一部改正） 

（交付の決定） 



第５条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、

補助金の交付を決定したときは、浦安市納税貯蓄組合連合会補助金交付決定

通知書（別記第２号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

（平20告示43・一部改正） 

（実績報告） 

第６条 連合会は、当該年度の翌年度の４月30日までに、浦安市納税貯蓄組合

連合会補助事業実績報告書（別記第３号様式）に事業経過報告書及び歳入歳

出決算書を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第７条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告

に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容と適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、浦安市納税貯蓄組合連合会補助金額確定通

知書（別記第４号様式）により通知するものとする。 

（平20告示43・一部改正） 

（請求） 

第８条 連合会は、前条の規定による通知を受けたときは、浦安市納税貯蓄組

合連合会補助金交付請求書（別記第５号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

（平20告示43・一部改正） 

（補助金の概算払いの請求及び精算） 

第９条 連合会は、第５条の規定による通知を受けた場合において、会の運営

上必要があるときは、概算払いの方法により補助金の交付を受けることがで

きる。この場合において、連合会は、浦安市納税貯蓄組合連合会補助金概算

払交付請求書（別記第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により概算払いの方法で補助金の交付を受けた連合会は、第７

条の規定による通知を受けたときは、速やかに、浦安市納税貯蓄組合連合会

補助金概算払精算書（別記第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

（平20告示43・一部改正） 

（補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第１０条 市長は、連合会が補助金を他の用途に使用し、その他補助金の交付



決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す

ことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金

が交付されているときは、市長は、その返還を命じることができる。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、浦安市納税貯蓄組合連合会補助金の

交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（平20告示43・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（浦安市納税貯蓄組合連合会運営費補助金交付要綱の廃止） 

２ 浦安市納税貯蓄組合連合会運営費補助金交付要綱（昭和54年告示第36号）

は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この告示は、昭和58年度分の補助金から適用し、昭和57年度分までの補助

金については、なお従前の例による。 

附 則（昭和60年４月１日告示第20号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成４年３月31日告示第38号） 

この告示は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年４月１日告示第48号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成13年３月１日告示第10号） 

この告示は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日告示第43号） 

この告示は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日告示第59号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日告示第44号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 


